
「貸金庫規定」新旧対比表

（赤字が改定箇所、黒字下線は削除箇所。条文番号の表記変更のみの箇所は省略）

項番 改定前（自動貸金庫規定） 改定後（貸金庫規定）

1

（格納品の範囲）
（１）、（２）省略
（３）新設

（格納品の範囲）
（１）、（２）現行通り
(3) 爆発物、銃刀類等法令により所持が禁止されてい
るもの、変質、腐敗、発熱、発火の懸念がある等、貸
金庫の通常の用法による保管に適さないものは格納す
ることはできません。

3

（使用料）
（１）貸金庫の使用料は、当行が別に定める料金表に
より1年分を前払いするものとし、毎年4月の当行所定
の日に、利用主が指定した預金口座から、普通預金・
総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払
戻しのうえ使用料に充当します。振替日において指定
預金口座の残高が使用料の金額に満たないときはただ
ちに入金してください。当行は振替日以外であっても
この口座振替の方法で自動引き落としすることができ
るものとします。なお、当初契約期間の使用料は、契
約時に契約日の属する1カ月として、その月から月割
計算により支払って下さい。
（２）省略
（３）契約期間中に解約があった場合は、解約日の属
する月の翌月から期間満了日までの使用料を月割計算
により返戻します。

（使用料）
(1) 貸金庫の使用料（消費税を含む）は、当行が別に
定める料金表により1年分を前払いするものとし、毎
年4月の当行所定の日に、利用主が指定した預金口座
から、通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻
しのうえ使用料に充当します。振替日において指定預
金口座の残高が使用料の金額に満たないときはただち
に入金してください。当行は振替日以外であってもこ
の口座振替の方法で自動引き落としすることができる
ものとします。なお、当初契約期間の使用料は、契約
時に契約日の属する1カ月として、その月から月割計
算により支払って下さい。
(2) 現行通り
(3) 契約期間中に解約があった場合、第１項のすでに
支払い済みの使用料は解約日の属する月の翌月から期
間満了日までの使用料を月割計算により返戻します。

4

（鍵の保管）
貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は利用主が
保管し、副鍵は予備鍵として当行所定の袋に入れ、当
行職員が立会いのうえ利用主が届出印の印章により封
印し、当行が保管します。
（２）新設

（鍵等の保管）
(1) 貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は利用
主が保管し、副鍵は予備鍵として当行所定の袋に入
れ、当行職員が立会いのうえ利用主が届出印の印章に
より封印し、当行が保管します。
(2) 半自動型貸金庫、全自動型貸金庫の場合は、利用
主および利用主があらかじめ届出た代理人（以下「代
理人」という）に貸金庫カード（以下「利用カード」
という）を発行いたしますので、利用主および代理人
が保管してください。

5

（貸金庫の開閉等）
(1)　貸金庫の開閉は、利用主または利用主があらか
じめ届出た代理人が正鍵を使用して行ってください。
(2) 開庫にあたっては、貸金庫ご利用カ－ド（代理人
が開閉する場合は、代理人用の貸金庫ご利用カ－ド。
以下これらを「利用カ－ド」という。）をカ－ド読取
規に挿入し、届出の暗証をボタンにより操作してくだ
さい。
(3) 格納品の出し入れは、当行所定の場所で行ってく
ださい。なお、閉庫後は貸金庫の施錠を確認のうえ貸
金庫取出口扉の閉扉ボタンを操作し、貸金庫を格納し
てください。

（貸金庫の開閉等）
(1) 貸金庫の開閉は、利用主または代理人が行ってく
ださい。
(2) 据置型貸金庫の場合
① 開庫にあたっては、当行所定の貸金庫開閉票に届
出の印章（または署名）により記名押印（または署
名）して提出してください。
② 格納品の出し入れは、当行所定の場所で正鍵によ
り開庫して行ってください。なお、閉庫後は貸金庫の
施錠を確認してください。
 (3) 半自動型貸金庫、全自動型貸金庫の場合
① 貸金庫の入室にあたっては、専用入口に備え付け
の解錠操作盤に利用カ－ドを挿入し、届出の暗証番号
をボタンにより操作の上、入室してください。
② 格納品の出し入れは、当行所定の場所で正鍵によ
り開庫して行ってください。なお、閉庫後は貸金庫の
施錠ならびに所定の位置へ返却を確認してください。
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6

（届出事項の変更等）
(1) 印章もしくは利用カ－ドを失ったときは、または
印章、暗証、名称、代表者、代理人、住所その他の届
出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当
店に届出てください。この届出の前に生じた損害につ
いては、当行は責任を負いません。正鍵を失ったとき
もしくはき損したきも同様とします。
(2) 省略

（届出事項の変更等）
(1) 印章もしくは利用カ－ドを失ったとき、または印
章、暗証番号、名称、代表者、代理人、住所その他の
届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって
当店に届出てください。この届出の前に生じた損害に
ついては、当行は責任を負いません。利用カードおよ
び正鍵を失ったとき、もしくは棄損したきも同様とし
ます。
(2) 現行通り

7

新設 ７．（成年後見人等の届け出）
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開
始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他必
要な事項を書面によって当店に届け出てください。預
金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判によ
り、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け
出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任
がされたときは、直ちに任意後見人等の氏名その他必
要な事項を書面によって当店に届け出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている
場合、または任意後見監督人の選任がされている場合
にも、前2 項と同様に当店に届け出てください。
(4) 前3 項の届出事項に取り消しまたは変更等が生じ
たときにも同様に当店に届け出てください。
(5) 前4 項の届出前に生じた損害については、当行は
責任を負いません。

8

７．（利用カ－ド、鍵の喪失時等の取扱い）
(1) 利用カ－ドもしくは正鍵を失った場合の貸金庫の
開閉は、当行所定の手続きをした後に行ってくださ
い。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求
めることがあります。
(2) 正鍵を失った場合または毀損した場合は、錠前等
の取替えに要する費用を支払ってください。なお、当
行が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じ
てください。

８．（印章、利用カ－ド、鍵の喪失時等の取扱い）
(1) 印章、正鍵、もしくは利用カ－ドを失った場合の
貸金庫の開閉は、当行所定の手続きをした後に行って
ください。この場合、相当の期間をおき、また、保証
人を求めることがあります。
(2) 正鍵を失った場合または棄損した場合は、錠前等
の取替えに要する費用を支払ってください。なお、当
行が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じ
てください。

9

８．（暗証照合、印鑑照合等）
（１）貸金庫の開閉にあたって、カード読取機操作の
際使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して、
開庫その他の取扱いをしましたうえは、利用カ－ドま
たは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっ
ても、そのために生じた損害については、当行は責任
をおいません。なお、貸金庫の開閉に使用される鍵に
ついては、当行は確認する義務を負いません。
(2) 諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用され
る印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相
違ないものと認めて開庫その他の取扱をしました上
は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故が
あってもそのために生じた損害については、当行は責
任を負いません。
（３）新設

８．（暗証照合等）
(1) 利用カードの所有権は、当行に帰属するものと
し、借り主および代理人に貸与します。利用カード
は、他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定
してはならず、また、他人に貸与、占有または使用さ
せることはできません。
(2) 暗証は生年月日、電話番号、連続番号等他人に知
られやすい番号は避けるとともに、他人に知られない
よう善良な管理者の注意をもって管理してください。
(3）操作機により、利用カードを確認し、操作機利用
の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を
確認の上、開庫その他の取扱いをしました場合は、利
用カ－ドまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その
他の事故があっても、そのために生じた損害について
は、当行は責任をおいません。

10

新設 １０．（印鑑照合等）
諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用される印
影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違な
いものと認めて届出の受付その他の取扱をしました上
は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故が
あってもそのために生じた損害については、当行は責
任を負いません。なお、貸金庫の開閉に使用される鍵
については、当行は確認する義務を負いません。な
お、貸金庫の開閉に使用される鍵については、当行は
確認する義務を負いません。
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12

１０．（反社会的勢力との取引拒絶）
この貸金庫は、第11条第3項第1号、第2号ＡからＦお
よび第3号ＡからＥのいずれにも該当しない場合に使
用することができ、第11条第3項第1号、第2号Ａから
Ｆまたは第3号ＡからＥの一にでも該当する場合に
は、当行はこの貸金庫の使用申込をお断りするものと
します。

１２．（反社会的勢力との取引拒絶）
この貸金庫は、第13条第3項各号のいずれにも該当し
ない場合に使用することができ、第13条第3項各号の
一つにでも該当する場合には、当行はこの貸金庫の利
用申込をお断りするものとします。

17

新設 （規定の変更等）
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況
の変化その他相当の事由があると認められる場合に
は、当行のウェブサイトへの掲載による公表、その他
相当の方法で周知することにより、変更できるものと
します。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日か
ら適用されるものとします。

１１．（解約等）
　(1) この契約は、利用主の申出によりいつでも解約
することができます。この場合、正鍵、利用カードお
よび届出の印章を持参し、当行所定の手続きをしたう
え貸金庫を直ちに明渡してください。なお、正鍵、利
用カードまたは届出の印章を失った場合に解約すると
きは、このほか第７条に準じて取扱います。
(2) 次の各号の一にでも該当する場合には、当行はい
つでもこの契約を解約することができるものとしま
す。この場合、当行から解約の通知があったときは、
直ちに前項と同様の手続きをしたうえ貸金庫を明渡し
てくださいをとってください。第2条により契約期間
が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
①～⑤　省略
（３）前項のほか、次の各号の一にでも該当し、利用
主との取引を継続することが不適切である場合には、
当行はこの貸金庫の利用を停止し、または利用主に通
知することによりこの契約を解約することができるも
のとします。この場合、当行から解約の通知があった
ときは、直ちに第1項と同様の手続きをしたうえで貸
金庫を明渡してください。
① 利用主が貸金庫使用申込時にした表明・確約に関
して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②～③　省略
（４）前3項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金
として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌
月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を月
割計算により支払ってください。この場合、第3条第3
項にもとづく返戻金は、遅延損害金に充当します。不
足額が生じたよきは直ちに支払ってください。なお、
当行はこの不足額を明渡しの日にの第3項第1項の方法
に準じて自動引落しすることができるものとします。
(5) 第1項から第3項の明渡しが3カ月以上遅延したと
きは、当行は副鍵を使用して貸金庫を開庫のうえ、格
納品を別途管理し、もしくは一般に適当と認められる
方法、時期、価格等により処分し、または処分が困難
な場合は廃棄することができるものとします。なお、
当行は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会いを求め
ることができるものとします。これらに要する費用は
利用主の負担とします。
（６）省略

１３．（解約等）
　(1) この契約は、利用主の申出によりいつでも解約
することができます。この場合、正鍵、利用カードお
よび届出の印章を持参し、当行所定の手続きをしたう
え貸金庫を直ちに明渡してください。なお、正鍵、利
用カードまたは届出の印章を失った場合に解約すると
きは、このほか第８条に準じて取扱います。
(2) 次の各号の一つにでも該当する場合には、当行は
いつでもこの契約を解約することができるものとしま
す。この場合、当行から解約の通知があったときは、
直ちに前項と同様の手続をとってください。第2条に
より契約期間が満了し、契約が更新されないときも同
様とします。
①～⑤現行通り
（３）前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、利
用主との取引を継続することが不適切である場合に
は、当行はこの貸金庫の利用を停止し、または利用主
に通知することによりこの契約を解約することができ
るものとします。この場合、当行から解約の通知が
あったときは、直ちに第1項と同様の手続きをしたう
えで貸金庫を明渡してください。
① 利用主が貸金庫利用申込時にした表明・確約に関
して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②～③現行通り
（４）前3項による貸金庫の明渡しおよび正鍵の返却
等の手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約
日または契約期間の満了日の属する月の翌月から明渡
しの日に属する月までの使用料相当額を月割計算によ
り支払ってください。この場合、第3条第3項にもとづ
く返戻金は、遅延損害金に充当します。不足額が生じ
たよきは直ちに支払ってください。なお、当行はこの
不足額を明渡しの日にの第3項第1項の方法に準じて自
動引落しすることができるものとします。
(5) 第1項から第3項の明渡しが3カ月以上遅延したと
きは、当行は副鍵を使用して貸金庫を開庫のうえ、格
納品を別途管理、もしくは一般に適当と認められる方
法、時期、価格等により処分し、または処分が困難な
場合は廃棄することができるものとします。なお、当
行は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会いを求める
ことができるものとします。これらに要する費用は利
用主の負担とします。
（６）現行通り
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